
別紙 

 

借 入 物 品 仕 様 書 

 

１ 借入物品等 

情報提供ネットワーク用端末機一式 

（パソコン４台、搬入、設置、調整、撤去、保守一式） 
 

２ 借入期間 

５年間（令和６年６月２３日から令和１１年６月２２日）の借入れとする。 

なお、翌年度以降の予算金額に減額又は削除があった場合は、契約を途中解除することがある。 

 

３ 借入場所 

  別添１「土木設計積算システム用端末機設置場所一覧」のとおり 

 

４ 機器の要求性能 

別添２「性能条件表」に示す性能条件を満たしていること。 

 

５ 保守体制の要件 

（１）保守サービスの形態 

「オンサイト保守サービス」であること。 

※オンサイト保守とは、障害連絡を受けた後、速やかに担当の保守要員が現地に入り、問

題箇所の確定と回復作業に着手することをいう。 

（２）保守サービスの期間及び対応依頼受付時間帯 

借入期間中の平日の午前８時３０分から午後５時１５分であること。 

（３）保守サービス対象物品 

ア ハードウェア製品とする。 

イ 但し、回復作業は、ＯＳ・アプリケーションソフト・各種設定等について納入時の状態

まで復元すること。 

ウ ＳＳＤ交換時には、旧ＳＳＤについては、データを復元できないよう、データ消去ソフ

ト等で消去したうえで持ち帰ること。 

  エ 回復作業を行った後は、必ず端末の正常性を確認し、担当職員の確認を受けること。 

（４）保守サービス体制 

  ア 故障受付窓口は、受注者自身とするなど保守サービス体制を一本化することによって、

故障受付窓口は１箇所とすること。 

イ 担当職員から不具合通報を受けてから３時間以内に、担当職員の指示する場所に到着し、

回復作業に着手すること。ただし、担当職員から回復作業着手時間の指示がある場合は、

この限りでない。 

ウ 回復作業が終了した際は、担当職員まで連絡すること。また、回復見込みが長時間に及

ぶ場合は、故障修理に関する作業の進捗情報を、担当職員へ連絡すること。 

 

６ 借入費用 

（１） 別添３「賃貸借契約書（案）」の内容とし、機器費のほか、機器の搬入、設置、調整、撤去、

保守にかかる費用を含めること。 

（２） 機器費には、機器を接続し動作させるために必要な、電源ケーブル、ネットワークケーブル

等の配線材も含めること。 

（３） 調整には性能条件表に示すソフトウェアのインストール作業、現行機器のハードディスクか

らのデータ移行作業（200GB 程度/1 台）、リース期間中の OS のバージョンアップ作業

（Windows１０pro（64bit）→Windows１１pro）及び統合ソフトのインストール・バージョ

ンアップ作業を含むこと。なお、県所有ライセンスのインストール方法については、契約後

に委託者より指示する。 


